
理解し合うことで、より良い社会へ

人事院／内閣官房内閣人事局／内閣府官民人材交流センター
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　官民人事交流について、交流採用者（民間企業等から国への人事交流）は拡大しているも

のの、交流派遣者（国から民間企業等への人事交流）は伸び悩んでいる状況です。

　各府省へのヒアリングでは、魅力は感じるものの、人員不足等により踏み出せない状況と

の意見がある一方、職員の成長機会として、また復帰後の組織への還元など重要なツールと

なっています。そのため、このたび交流派遣を中心に実務的なノウハウ等をまとめたガイド

ブックを作成し、各府省に配布することにより、交流派遣するにあたっての疑問点や不安等

を解消し、各府省が交流派遣を積極的に活用する流れを作りたいと考えております。 また、

職員にも配布することにより、今後のキャリアの一環として捉えてもらえるよう願っています。



国の府省等と民間企業等という行動原理が異なる組織間での人事
交流を通じて、相互理解の促進と、双方における人材の育成及び
活用、組織の運営の活性化等を図るものです。

公募
応募企業等の名簿作成
実施計画の作成と認定

身　分

期　間
服務等

給　与

派遣先企業等の従業員（国家公務員としての
身分も保有）
原則３年以内（最長５年）
派遣前に在職していた府省等に対する許認可
申請等の業務や国家公務員としての地位等に
係る影響力利用行為の禁止
派遣先が支給（府省等からは支給せず）

身　分

任　期
職務等

給　与

府省等の職員（任期満了後は交流元に復帰）
原則３年以内（最長５年）
交流元企業の業務に従事することや交流元
企業に対する許認可等の業務を行う官職に
就くことの禁止
府省等が支給（交流元からの支給は不可） 

府省等（本府省、地方支分部局）
行政執行法人

株式会社、相互会社、信用金庫、
一般社団法人、学校法人、
医療法人、NPO法人 等
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交流
派遣

〈注〉「業種」欄の分類は、日本標準産業分類（平成25年10月改定）により、サービス業は、「学術研究,専門・技術
サービス業」、「生活関連サービス業,娯楽業」及び「サービス業（他に分類されないもの）」である。

交流
派遣

交流
派遣

交流
採用

交流
採用

交流
採用

業　　　種 合計 （人）交流派遣 交流採用



各データの詳細についてはこちら ▶
https://www.jinji.go.jp/seisaku/kouryu/jisseki.html
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府省等が労働条件等
について民間企業等と
の間で取決めを締結

派遣期間満了後は
府省等に
復帰

交流派遣職員が民間企業等との
間で労働契約を締結の上、業務
に従事（原則３年以内）

　　　　　　　府省等が任期中
の雇用、任期満了後の雇用等につい
て民間企業等との間で取決めを締結

　　　　　　　府省等が任期満
了後の再雇用等について民間企
業等との間で取決めを締結

任期満了後は
民間企業等に
復帰

任期満了後は民間企業等が
再雇用

府省等が任期を定
めて採用し、職務
に従事（原則３年以内）

従業員は
民間企業
等を退職

交
流
▲
採
用

交
流
▼
派
遣

府省等が任期を定めて採用し、
職務に従事（原則３年以内）

※交流採用を実施する民間企業等は、「雇用継続型」か「退職型」のいずれかを選択することができます。

▲「官民人事交流の手続の流れ」（人事院ウェブサイト）    https://www.jinji.go.jp/seisaku/kouryu/seido/nagare.html

人事院人材局企画課（官民人事交流担当）　Eｰmail : kanmin-kouryuu@jinji.go.jp　　TEL. 03-3581-0755
上記の利用の流れについて、ご不明な点がある場合は、お気軽にお問い合わせください。

■実態としては、人事院に応募する前（❷の前）に交流希望先府省等と企業等が協議を行うことが多いです。

■「交流基準」（特に所管関係、契約関係）に抵触していないか確認した上で、民間企業との協議を整え、採用予定日の
原則1か月前までに人事院が提供している「入力支援シート」（これに沿って作成すれば資料が完成するようになっ
ています。安心して官民人事交流制度を利用してください。）、「取決め書（案）」（人事院ＨＰの官民人事交流ページに
ひな形を掲載）を提出してください。 

■提出された入力支援シート等に基づき人事院で審査します。入力支援シート等提出後の審査期間について、内容
確認の照会がなければ2週間程度で内諾となり、応募書等の提出をお願いさせていただき ます。あわせて、内諾連
絡のタイミングで入力支援シート等の修正等もお願いさせていただきます。 その後の手続は上記のとおりで、採用
予定日前までに❻の手続を終える必要があります。なお、スケジュールはあくまでも目安となりますので、必要に応
じて御相談ください。

公募情報の公開

人事院では年間を通して
ホームページ等で公募情
報を公開しています。

民間企業等が応募

応募を円滑に進めるた
め、府省等と民間企業等
で事前にご相談をしてい
ただいても構いません。

実施計画作成

府省等と民間企業等が、
人事交流を受入れる部
署の体制等を整理した
実施計画を作成し、人事
院に提出します。

計画の認定

人事院が計画書を受領
し、内容を審査し、計画
を認定します。

名簿の提示

人事院において、応募の
あった民間企業等の名
簿を作成し、各府省等に
提示・共有します。

事前協議

府省等と民間企業等が、
お互いの労働条件につ
いて確認・協議します。

退職型※

雇用継続型※
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　近年伸び悩んでいる交流派遣の推進に向けて官民交流に前向きな府省を対象に現状や課題などの把握を行うと
ともに、継続的に交流派遣を実施している府省の実務的なノウハウ等についても聴取しました。これらの取組を通じ
て把握した各種ノウハウ等をまとめましたので、今後交流派遣を検討する際に参考にしていただければ幸いです。
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　交流採用については、順調に人数を増やしております。交流採用者が各府省の職場や業務の遂行などに早期に適
応し、その能力や知見を存分に発揮できるようにするための取組が今後も重要であることから、各府省におけるオン
ボーディングの取組も紹介します。

採用後において、職場になれていただくよう、どのようなオンボーディングの取組を行っているのか
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令和８年１月

人事院人材局企画課
〒１００－８９１３　東京都港区虎ノ門２－２－３　虎ノ門アルセアタワー

TEL.03-3581-0755

内閣官房内閣人事局人材確保担当
〒１００－８９６８　東京都千代田区永田町１－６－１

TEL.03-6257-3761

内閣府官民人材交流センター総務課官民人材交流係
〒１００－０００４　東京都千代田区大手町１－３－３

TEL.03-6268-7676
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